
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の１９分野で、３２団体に対し、審査会を経て配分されます。 

 保健・医療・福祉の増進を図る活動・・・・・・・・ ５団体 

 環境の保全を図る活動・・・・・・・・・・・・・・ ３団体 

 消費者の保護を図る活動・・・・・・・・・・・・・ １団体 

 国際協力の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・ １団体 

 子どもの健全育成を図る活動・・・・・・・・・・・ ６団体 

 災害救援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １団体 

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動・・ ４団体 

 まちづくりの推進を図る活動・・・・・・・・・・・ ３団体 

 NPO 支援の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２団体 

 人権の擁護又は平和の推進を図る活動・・・・・・・ １団体 

 社会教育の推進を図る活動・・・・・・・・・・・・ １団体 

 観光の振興を図る活動・・・・・・・・・・・・・・ １団体 

 地域安全活動 

 科学技術の振興を図る活動 

 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

 情報化社会発展を図る活動 

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

 経済活動の活性化を図る活動 

 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

 

 

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム とは 
 

中国労働金庫に普通預金口座をお持ちの方
からいただいた寄付金を、島根県内のＮＰＯ法
人に配分するシステムです。 
団体の社会貢献活動を促進する寄付システ

ムです。 

＊配分金額 …１団体につき５万円 
ただし、子どもの健全育成分野のみ 10 万円 
注）子どもの健全育成分野については、長期にわたる大口寄付のお
申し出があったため増額となっています。 

＊対象経費 …使途に制限なし 

＊配分団体 …下記の１９分野に該当する 

３２団体（ＮＰＯ法人限定） 

応募〆切 

 1２／１（火） 
１６：００必着 

１０周年！ 

７分野から

３団体 

＊応募は１団体につき１分野に限ります（定款に記載の分野に限る）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（公財）ふるさと島根定住財団 地域活動支援課（しまね県民活動支援センター） 

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム担当（多賀・岸本） 
 

〒690-0003 島根県松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3階 

   TEL： 0852-28-0690 FAX： 0852-28-0692 

   E-mail：shimane@teiju.or.jp 

審査会で書類選考 

■ふるさと島根定住財団ホームページ 

⇒ http://www.teiju.or.jp/ 

■しまね地域ポータルサイト「だんだん」 

⇒ http://shimane.canpan.info/ 

■県民活動応援サイト「島根いきいき広場」 

⇒ https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

応募 

方法 

 

選考 

方法 

 

応募書類（応募用紙・添付書類）を、郵送または（公財）ふるさと島根定住財団（し

まね県民活動支援センター）まで直接お持ちください。また、①定款②前年度事

業報告・決算書③今年度事業計画・予算書④申請された活動分野の活動の様

子がよくわかるパンフレットやチラシ、機関誌等の資料を１０部添付してください。 

応募期間 

～201５年 

１2 月 1 日(火) 

16:00 必着 

審査会 

1 月下旬 

・配分先決定 

・通知 

  

贈呈式 

２月５日（金）

※予定 

報告書提出 

３月下旬 

寄付をして下さった方へ

報告書をお送りします。 

中国ろうきん NPO寄付システムは、中国５県の NPO中間支援組織が運営を行っております 

■お問合せ 
 

★ 日本財団運営の公益ポータルサイト「ＣＡＮＰＡＮ」に団体情報を登録していて、

当財団のしまね地域ポータルサイト「だんだん」で認証レベル２を取得している団体

は、応募用紙への記入が省略できます。 

応募から寄付金配分までの流れ 

応募用紙は 

こちらから 

ダウンロード可能です。 


